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　厚生労働省は2004年8月27日「訪問介護労働者法定労働条件確保について」を

出しました。その中で介護保険で働く労働者は労働基準法の労働者として以下の時

間にも賃金を払うことを求めました。

　移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、こ

の移動時間は、労働時間に該当します。なお、通勤時間（上の例では①）はここで

いう移動時間には該当しません。他にも業務作成報告書の作成時間や待機時間、研

修時間も労働時間として、最低賃金を下まわらない賃金の支払いが必要です。
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全労連・ヘルパーネット

いっしょに介護報酬の
改定を求めましょう

事業主のみなさん
　今、多くの事業所で、求
人を出してもヘルパーが集
まらない状況が続いていま
す。また、直行直帰と細切
れ介護はヘルパーから働く
喜びを奪っています。
　介護分野によりよい人材
を得るためには労働条件の
整備が必要不可欠ですが、
厚労省は8・27通達を出し
ながら、介護報酬にその分
の賃金算定をしていないこ
とを明らかにしました。次
の報酬改定は2009年4月で
す。サービス以外の時間に
も賃金を払うことのできる
介護報酬を求めともに運動
しましょう。
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移動時間は労働時間です

介護サービス
利用者

「Aさん宅」

労働者の自宅

介護サービス
利用者

「Bさん宅」

②移動時間

①通勤時間

①通勤時間 ①通勤時間 ③移動時間
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事  業  場

一人でも入れる労働組合があなたの街にもあります 相談無料
秘密厳守

0120-378-060




